
様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その１） 

 

警 察 署 協 議 会 会 議 録 

南警察署協議会 

 
開催年月日時 

 令和５年１２月８日 午後４時００分から 

 令和５年１２月８日 午後５時１５分まで 

 

  

 開 催 場 所          福岡県南警察署 ３階大会議室  

 

出 席 者        

警察署協議会 会長以下１１名 

 

  

 

警 察 署        

署長、副署長、会計管理官、生活安全管理官、

刑事管理官、交通管理官、地域管理官、総務課

長、会計課長、生活安全課長、少年課長、刑事

第一課長、刑事第二課長、刑事第三課長、交通

第一課長、交通第二課長、警備課長、地域第二

課長、事務局 
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【開会】 

 

【会長挨拶（要旨）】 

  警察署協議会は、我々民間と警察が意見を交換できる場であるので、本日も委

員の方々から貴重なご意見を賜りたい。 

  平和の先端とは、地域の治安を正常化することであり、この協議会が治安維持

のために有意義なものとなることを願っている。 

 

【署長挨拶（要旨）】 

○ 令和５年（１０月末現在）の治安概況について 

３月に着任以来、殺人等の重要凶悪犯罪の発生もなく、連続発生の不同意わい

せつについては検挙に至っている。 

県下３６署中、南署は職務質問による刑法犯検挙総数及び交通違反検挙件数が

いずれも３位で、パトロールや取締り等の制服による顕示効果が表れている。 

  また、自転車に対する指導警告を行うイエローカードの交付が約３３００件に

達するなど、街頭での地道な活動が南区の治安維持に大きく貢献している。 

○ ワークライフバランスについて 

  夏季特休の全員取得、年休取得率県下２位など、仕事と家庭の両立を実現し、

より良い仕事を進めていくため、組織を挙げて取組を推進している。 

○ 各種術科大会における好成績について 

  県下拳銃大会で個人戦優勝、白バイ大会で総合優勝、剣道大会団体戦第３位等、

組織強化のための各種競技大会において好成績を収めている。 

○ 各階級における昇任試験合格について 

  警視、警部、警部補、巡査部長の各階級において昇任試験合格者を出し、学ぶ

気風と高い意識を保持している。 
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【報告事項】 

１ 総務課長 

  南警察署治安概況（令和５年１月～１０月） 

 最重点に関する治安概況等 

 その他の治安概況 

  

２ 生活安全課長 

  ニセ電話詐欺について 

 発生状況 

 発生防止に関する取組（水際対策、電話機対策） 

 

３ 交通第一課長 

 県下における交通死亡事故発生状況 

事故の傾向、運転者・歩行者へ向けた啓発活動 

 年末の交通安全県民運動 

 

４ 刑事第二課長 

 暴力団の検挙状況 

 暴力団排除活動状況 

 

【白バイ走法実演・飲酒運転通報訓練】 

 

【質疑・応答等】 

１ 自転車の運転マナーについて 

○ 委員からの質問： 

社会人による自転車の違反が多いと感じる。 

警察はどのような対策をしているか。 

○ 交通第一課長回答： 

違反者に対する警告書の交付や、悪質・危険性が高い違反については赤切 

符による取締りを実施している。 

また、自転車ヘルメット着用に関し、管内の会社２か所をモデル事業所に  

指定するなど、社会人に目を向けた対策を行っている。 

○ 交通管理官回答： 

違反した人に直接注意しづらい場合等は、１１０番通報していただければ、 

現場に直行しすぐに対応する。 

学校では交通教室を実施しているが、社会人に対しては、自転車販売店と  

連携したマナー啓発の広報活動、違反者に対するイエローカード交付等粘り 

強い活動を行っていく。 

○ 署長回答 

当署管内の人身事故発生件数は、平成１５年のピーク時の約２５５０件か  

ら昨年約９００件に減少している。 

これは、取締りやボランティア等の地道な活動の成果であり、今後も市民 

の方々からの取締り要望や通報をお願いしたい。 



 

 

 

議 事 概 要           

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

２ 「まっ太フォン」について 

○ 委員からの質問： 

まっ太フォンのチラシが度々自宅に投函されているが、どのようなものなの

か。 

○ 生活安全管理官回答： 

まっ太フォンとは、ニセ電話詐欺の被害防止のために有効な防犯機能が付い

た電話機である。 

ニセ電話詐欺のほとんどが固定電話にかかってくるため、電話に出ないこと

が詐欺被害防止に効果的である。 

まっ太フォンには非通知や登録外の電話を着信拒否する機能や、自動録音や

通話前にアナウンスが流れる注意喚起機能等があり、警察署で貸出を行ってい

るのでぜひ利用していただきたい。 

 

【閉会】 

   

 


